
     山口市国民保護協議会運営要綱 
 
（趣 旨） 

第１条 この要綱は、山口市国民保護協議会条例（平成１８年山口市条例第１６

号）第８条の規定に基づき、山口市国民保護協議会（以下「協議会」という。）

の運営について必要な事項を定めるものとする。 
（会長の職務代理） 

第２条 山口市国民保護協議会条例第３条に規定する会長があらかじめ指名する

委員は、次に掲げる者とする。 
 (１) 山口市副市長 
 (２) 山口市防災統括監 
（会 議） 

第３条 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の招集を求め

ることができる。 
（委 任） 

第４条 委員が会議に出席できないときは、あらかじめ書面により委員が指名す

る者にその権限を委任することができる。 
（会長の専決処分） 

第５条 会長において会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得な

い理由により会議を招集することができないときは、会長は、会議が処理すべ

き事項について専決することができる。 
２ 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を

求めなければならない。 
３ 第１項に定める場合のほか、会長は、会議が処理すべき事項のうち軽易な事

項について専決することができる。 
（部 会） 

第６条 部会の設置及び運営について必要な事項は、その都度会長が協議会に諮

って定める。 
（記録） 

第７条 会長は、協議会の会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載

した記録を調製し、保管しなければならない。 
（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、そ

の都度会長が定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成１８年８月３１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
 


